
（設立者）上田市

公立大学法人長野大学

◆理事会

長野大学

　◆学長学部長会議

 ◆教授会

 ◆教授会

 ◆教授会

 ◆研究科委員会

事務局組織

　利益相反マネジメント委員会

　淡水生物学研究所

　自己点検・評価委員会

　業績評価委員会

　FD委員会

　危機管理委員会

令和５年度　公立大学法人長野大学組織体制

　社会福祉学部

　環境ツーリズム学部

　企業情報学部

　大学院総合福祉学研究科

　大学教育センター

　学生支援センター

　キャリアサポートセンター

　アドミッションセンター

　国際交流センター

　教職センター

　図書館

　地域づくり総合センター

　・地域連携・研究推進委員会

　・地域共生福祉研究所

理事長

副理事長（学長）「地域連携・産学官連携担当」

常任理事「法人総務・財務担当」

理事（副学長）「教学総務・広報担当」

理事（副学長）「教学担当」

（副学長）「研究推進・学部再編担当」

理事（外部）「将来構想担当」

理事（外部）「法務担当」

理事（外部）「経営戦略担当」

監事

経営審議会

学長

副学長

事務局長

教育グループ総務・企画グループ

経営・企画・財務担当

法人運営改革室

教育研究審議会

学長企画室

広報入試担当

図書館担当

実施業務

・学生支援業務

・保健・学生相談業務

学長選考会議

総務・人事・施設担当

・情報システム事務局

地方独立行政法人法第７条（設立者）

公立大学法人長野大学 定款第２６条

（法人の業務範囲）

・大学を設置し運営する

・学生に対し修学、進路選択、

心身の健康相談、その他援助

・外部受託、共同研究等法人以外

との連携による教育研究活動

・公開講座他学生以外の者への

生涯学習機会提供

・大学での教育研究成果の普及、

活用促進

・前各号業務に附帯する業務

理事会 議決事項（定款第１９条）

・中期目標への意見

・事業報告、業務実績に関する事項

・中期計画、年度計画に関する事項

・市長の認可、承認を受ける事項

・予算の作成、執行、決算

・大学、学部、学科、その他重要な

組織の設置、廃止

・大学人事方針、基準

・規程の制定、改廃

・その他理事会で定める事項

中期計画及び年度計画推進委員会

全学情報システム運用委員会

内部監査

設置・管理

学長特別補佐

未来創造基金運営委員会

学生支援担当

キャリアサポート担当

地域連携・研究グループ

実施業務

・教務業務

・福祉実習業務

・教学情報支援業務

・国際交流業務

教育支援担当

実施業務

・地域づくり総合センター業務

・淡水生物学研究所業務

地域づくり総合センター担当

人事委員会


